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熊本市健全な森づくり推進計画①

本市では、豊かな生活と文化に彩られた「地下水都市・熊本」、「森の都」として、市街地を取り巻く豊

かな山の緑や川辺の緑の保全を推進しています。清らかな地下水や豊かな緑は、長い年月をかけて育

まれたもので、これらの自然環境はいったん損なわれると元に戻すことが非常に困難です。「森の都」を

受け継いだ私たちは、森と市民の関係を再び強いものに築き上げ、次の世代につなげるための取組を

進めていく必要があります。

このような中、国において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設（国税：平成31年4月施行）され

るとともに、所有者不明の森林の増加や担い手不足等の課題に対応し、森林の有する機能の発揮に向

け、市町村が主体となって森林整備を行う森林経営管理制度の運用が開始されました。

熊本市第７次総合計画中間見直しにおいて、本市の森づくり施策に関する事項を位置付け、その基本

方針となる健全な森づくりの推進に沿って着実に推進していくための取組の具体的な方向性を示すと

ともに、森林環境譲与税の活用の方向性を市民に広く示すものとして、「熊本市健全な森づくり推進計

画」（以下、本計画とする。）を策定します。

策定の主旨



熊本市健全な森づくり推進計画②

森づくりの方向性

１ 森林の有する多面的機能の高度発揮

◆方向性
公益的機能を十分に発揮させる森林整備・管理
木材生産の可能な箇所における間伐等の適正な実施
市有林を多面的機能発揮のモデル林として整備

２ 放置竹林対策の取組の拡大

◆方向性
放置竹林対策の継続と取組面積の拡大
竹林を地域資源として有効活用

３ 市民が森に親しむ森林空間の創出と
森林に対する市民理解の醸成

◆方向性
森林環境教育の場としての市有林の整備・活用
市民との協働による里山の保全と活用
森林環境教育及び木育の推進



熊本市健全な森づくり推進計画③

森づくりの推進方策

１ 森林の有する多面的機能の高度発揮

◆森林経営管理制度の運用により適切な森林管理を推進
ア 森林整備の継続に向けた担い手の育成

◆市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推
進

ア 市有林の有効活用の推進

２ 放置竹林対策の取組の拡大

◆市民との協働による放置竹林対策と竹林の有効活用を推進
ア 森林・山村多面的機能発揮対策交付金等の活用
イ 放置竹林対策の持続的支援に向けた体制づくり
ウ 竹林の有効活用の推進

３ 市民が森に親しむ森林空間の創出と森林に対する
市民理解の醸成（森づくりを次の世代へつなげるための取組）

◆市民が親しむ森林空間（遊歩道等含む）の整備と活用を推進
ア 市有林の有効活用の推進

◆市民との協働による里山の保全と活用を推進
ア 森林環境教育の拠点となる施設の整備と運用の検討
イ 活動団体の横のつながりとまちづくりとの連携推進の仕組みの構築
ウ 森林フィールドを活用して活動団体が実施するイベント等への支援
エ 市民との協働による森林の整備・保全や活用に関する活動を支援

◆森林整備の必要性や木材利用に関する普及啓発の推進
ア 森林環境教育による森林の多面的機能の周知
イ 木育の推進
ウ 広報・ＰＲ活動（イベント等）を推進
エ 森林の持つ地下水の水源涵養機能の向上
オ 公共施設整備への木材利用



熊本市の竹林の変遷（例）

（国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を加工して作成）
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活動推移（過去5年分）

活動団体数 活動面積（ha）

森林・山村多面的機能発揮対策交付金を
活用した活動団体の推移

Ｒ６目標値
50ha

Ｒ11目標値
65ha



23団体 51ha

令和3年度
森林・山村多面的機
能発揮対策交付金を
活用した団体

活動団体



市民との協働の森づくり連絡会議

熊本市の放置竹林対策に取り組む民間団体の活動が面的に拡大し、さらに継続的な活動となる
よう、市民と行政の協働による対策を推進する体制を整備する。

森林・竹林の整備・活用

【会 員】 森林・山村多面的機能発揮対策事業の活動組織
熊本市:環境局・各区役所

【オブザーバー】 熊本県（森林保全課・林業振興課）
【事務局】 熊本市森づくり推進室

熊本県森林組合連合会

課題の抽出と解決策の検討
情報の共有・研修会の開催等

市民との協働の森づくり連絡会議（放置竹林対策）



放置竹林有効利用推進事業

• 概要説明

①荒廃した竹林 ②伐採・集積 ③粉砕処分 ④整備された竹林

森林・山村多面的機能発揮対策交付金

放置竹林有効利用推進事業

高齢化等による人材不足

竹の搬出作業や処分方法に課題

粉砕機



令和3年度
放置竹林有効利用推進
事業を活用した団体

20団体

（令和2年度 13団体）
活動団体（多面的併用）

活動団体（有効利用のみ）



事業利用例

•騒音

•粉塵

•一箇所当た
り処理量

•竹チップの
有効活用

課題



今後の取組

２ 放置竹林対策の取組の拡大

◆市民との協働による放置竹林対策と竹林の有効活用を推進

放置竹林対
策の持続的
支援に向けた
体制づくり

国・県と共に継続的
な支援

放置竹林有効利用推
進事業
当連絡会議による支
援方法の検討、拡大

竹林・竹材の利用方
法の情報共有
（竹の子、竹炭、竹
チップ、めんま等）




